
 袖ケ浦市公告第２９号の２ 

 

制限付き一般競争入札の実施について 

 制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６の規定により、次のとおり公告します。 

   令和４年６月１３日 

 

袖ケ浦市長 粕谷 智浩   

 

１ 入札に付する事項 

 (1) 事 業 名 小中学校図書館用コンピュータ機器賃貸借（長期継続契約） 

 (2) 場 所 別表のとおり 

 (3) 概   要 別表のとおり 

 (4) 予 定 価 格 非公表 

 (5) 支 払 条 件 検査終了後、受注者から適法な支払請求書を受理した日から３０日

以内 

２ 入札参加者に必要な資格に関する事項 

  入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。 

 (1) ちば電子調達システムの入札情報サービスに掲載された袖ケ浦市入札参加資格

者名簿の物品（以下「資格者名簿」という。）に登録され、袖ケ浦市建設工事請負

業者等指名停止措置要綱（平成１１年告示第１７３号）に基づく指名停止措置を、

本入札の公告日から開札日までの間、受けていない者 

(2) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定のほか、次の各号に該当しない者である

こと。 

  ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者 

  イ 開札日前６か月以内に手形又は小切手を不渡りした者 

  ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同法に基づ

く裁判所からの更生手続開始決定がされていない者 

  エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で、同法に基づ

く裁判所からの再生手続開始決定がされていない者 

(3)その他、別表に定める入札参加資格要件を満たす者 

３ 入札及び開札 

(1) 入札方式  電子入札（事後審査・市町村） 

 (2) 入札期間  別表のとおり 

 (3) 開札日時  別表のとおり 

４ 設計図書等を示す場所及び期間 

(1) 設計図書等を示す場所 

ちば電子調達システムの入札情報サービスにより閲覧するものとする。 



 (2) 期間  公告日から令和４年６月２９日（水）各案件開札時間まで 

(3) 設計図書等に対する質問 

設計図書等に対する質問がある場合は、次により書面をもって提出すること。 

ア 提出日時 令和４年６月２１日（火） 午後４時まで 

イ 提出先  別表のとおり 

ウ 回答日時 令和４年６月２３日（木） 午後２時まで 

エ 回答を掲載する場所 ちば電子調達システムの入札情報サービスに掲載する。 

５ 保証金に関する事項 

 (1) 入札保証金 免除 

 (2) 契約保証金 免除 

６ 入札書に記載する金額 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費

税に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額）を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額から消

費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を記載すること。 

なお、入札書に記載する金額は、１ヶ月あたりの金額を記載すること。 

７ 入札参加資格の確認等 

 (1) 落札候補者は、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料（以下「資

格確認資料」という。）を持参により提出し、入札参加資格の確認を受けなければ

ならない。当該書類を提出期限までに提出しなかった場合は、落札候補者の資格を

失う。 

 (2) 資格確認資料の提出期間等 

  ア 期間   落札候補者決定日を含む３日後まで 

         （土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

  イ 時間   午前９時から午後４時まで 

（正午から午後１時までを除く。） 

  ウ 場所   袖ケ浦市役所総務部管財契約課 

袖ケ浦市坂戸市場１番地１ 

電話０４３８－６２－２２１９ 

  エ 提出部数 １部 

 (3) 落札者の決定 

   本入札は、事後審査方式による入札であるため、予定価格の範囲内で最低の価格

をもって入札した者を落札候補者として指名し、入札参加資格審査の結果、入札参

加資格があると認められた者である場合に落札者として決定する。 

  ア 落札者として決定した場合は、速やかに電話又はＦＡＸで通知する。 

  イ 入札参加資格の確認審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、その

理由について説明を求めることができる。説明を求める場合は、通知の日から７



日以内に、袖ケ浦市役所総務部管財契約課に書面を持参して行わなければならな

い。 

  ウ 理由は、説明を求められた日から７日以内に書面で回答する。 

８ 契約締結時期 

落札者は、原則として落札の通知の日から７日以内に契約を締結しなければならな

い。 

９ その他 

(1) 資格者名簿の掲載場所は次のとおり 

入札情報サービス（ちば電子調達システム）－物品・委託－名簿ダウンロード 

 (2) 資格確認資料作成説明会及び現場説明会は、実施しない。 

 (3) 資格確認資料のヒアリングは実施しない。ただし、記載内容が不明確で入札参加

資格を確認できない場合は、説明を求めることがある。 

 (4) 提出された資格確認資料は、返還しない。 

   なお、申請者又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

あると認められる事項については公表しない。 

 (5) この公告に定めるもののほか、入札に関する事項については、袖ケ浦市制限付き

一般競争入札実施要綱（平成２１年告示第３２号）、袖ケ浦市電子入札約款及び袖

ケ浦市電子調達システム運用基準による。 

１０ 問い合わせ先 

   袖ケ浦市役所総務部管財契約課   電話０４３８－６２－２２１９ 


